
 
「ＪＡマイカーローン（宮城県農業信用基金協会保証タイプ）」 

【商品概要説明書】 （平成 18 年 10 月 1 日現在適用中）

１．商品名 ＪＡマイカーローン 

２．お使いみち 

 ●ご本人または同居のご家族が必要とされる（下記(5)を除く）次のご資金が対象です。

ただし、営業用自動車は除きます。 

  (1) 自動車およびバイクのご購入資金（中古車を含む） 

    (2) 自動車備品購入資金 

(3) 車検費用、運転免許取得資金 

    (4) 自動車損害賠償責任共済（保険）、自動車共済（保険）掛金 

    (5) 自動車購入に係る借入金の借換資金（ＪＡ系統借入を除く） 

  (6) その他、修理費用等必要と認められる資金 

３．ご利用 

  いただける方 

当ＪＡの組合員の方または組合員加入をしていただける方で、次のすべての基準を

満たす個人といたします。 

 ●お借入れ時の年齢が 18 歳以上でかつ、完済時年齢が 71 歳未満の方。 

ただし、20 歳未満の准組合員の場合は給与所得者の方に限ります。 

 ●前年度収入（所得）が正組合員は 150 万円以上、准組合員は 200 万円以上で安 

定した収入がある方（自営業者の方は税引前所得とします）。 

新卒の給与所得者で勤続年数１年未満の方は「月収×15」が 200 万円以上ある方。

 ●勤務（営業）年数が 1年以上（新卒者を除く）の方。 

  ただし、出向および勤務先の合併等があった場合、元の勤務先から通算することが

できます。 

 ●自己住宅（ご家族名義を含む）または借家等生活の本拠が定まっており、原則とし

  て、地区内に 1年以上居住している方。 

  ただし、地区内居住が 1年未満であっても、自己住宅、勤続年数 3年以上の場合は

可となります。 

 ●ご本人または同居家族（正組合員の場合のみ）の方が組合との間で継続した取引が

1 カ月以上あり、信用状況に不安がないこと（組合との取引とは、給与振込、口座

振替、定期積金、定期貯金、農畜産物代金の振込、または共済加入等があることを

いいます。また、信用状況に不安のないこととは、信用事業の支払延滞、経済事業

の所定の期日経過後の未払金、共済掛金の未払等がないことをいいます。）。 

●農業者以外の自営業者の方は、ご本人または同居家族の方の持ち家であること。 

 なお、自宅に差押、仮差押、所有権移転の仮登記または所有権移転請求権の仮登記、

予告登記、代位登記および短期賃借権の仮登記または本登記がないこと。また、税

金について未納がないこと。 

●個人信用情報機関の情報において信用情報に不安のないこと。 

 個人信用情報機関の情報による信用状況判断基準は以下のとおり。 

 ①ＣＲＩＮ情報において事故情報のないこと。 

 ②ＣＩＣ情報において入金履歴で当月・前月に「Ａ」（自己都合による延滞）が連続

してないこと。 

 ③ＣＩＣ情報において「成約情報」（契約完了しているものを除く）が５件以上ない

こと。ただし、極度貸越および割賦購入については、完了登録がなされているも

の、または、期限が到来し、かつ残高が無いものを除く。 

 ④ＣＩＣ情報において「申込情報」が 6カ月以内に 5件以上ないこと。 

 ⑤ＫＳＣ情報において「照会情報」が 3カ月以内に 3件以上ないこと。 

 ●20 歳未満の方については、法定代理人の同意を得ること。また、法定代理人１名以

上を連帯保証人としていただきます。 

  なお、この場合の連帯保証人は次の要件を満たしていること。 

  ①安定した収入があり、かつ前年度税込年収が 150 万円以上あること。ただし、准

組合員および員外の場合は前年度税込年収が 200 万円以上あること。 

  ②居住年数が 1年以上あること。 

  ③勤続年数（自営業者は営業年数）が 3年以上あること。 

  ④連帯保証人が保証の意思があることを確認できること。 

  ⑤所得証明書と印鑑証明書が提出できること。 

●自動車購入資金の場合で、借入者と車検証の所有者名義が異なる場合は、車検証の

所有者を連帯保証人としていただきます。 



４．お借入れ額 

 ●500 万円以内とし、所要金額の範囲内とします（きざみ幅 1万円）。 

  ただし、次の条件を充足していること。 

  ①借入比率が本ローンおよびその他すべての無担保借入金を含め前年税込年収（農

業者以外の自営業者にあっては、前年税引前所得）の 100%以内であって、別に定

める年間返済可能額算出方法により算出した年間返済可能額が、本ローンの年間

返済額以上であること。 

  ②本ローンとＪＡ無担保借入金の合計額が 500 万円以内であること。ただし、本組

合が第一順位の抵当権を設定しているＪＡ住宅ローンをご利用の方は、貸付金の

合計額が 700 万円以内で、かつリフォームローンを除く資金と本ローンの貸付金

の合計額が 500 万円以内であること。 

５．お借入れ期間  ●6 カ月以上 7年以内とします。 

６．お借入れ利率 

●変動金利型 

お借入れ後の利率は、基準日（4月 1日および 10 月 1日）の基準金利（当ＪＡで

定めるパーソナルプライムレート）により、年 2回見直しを行います。新利率の適

用は基準日の属する年の 6 月および 12 月の約定償還日の翌日とし、それぞれ 7 月

および翌年 1月の約定償還日から新利率による償還となります。また、年 2回償還

の新利率の適用は 6 月および 12 月の約定償還日に対応する日の翌日とし、それぞ

れ 7 月および翌年 1 月以降最初に到来する約定償還日から新利率による償還とな

ります。 

●ＪＡ所定の利率を適用いたします。適用利率については、ＪＡの窓口にお問合せく

ださい。 

７．ご返済方法 

●元利均等返済とし、毎月返済方式、年 2回返済方式（専業農業者に限る）および特

定月増額返済方式（毎月返済方式に加え 6カ月ごとの特定月に増額して返済する）

のいずれかをご選択いただけます（ただし、年 2回の増額返済の割合はお借入額の

50%以内）。 

８．保証・保証料 

 ●宮城県農業信用基金協会の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不

要です。ただし、20 歳未満の方は、法定代理人を連帯保証人としていただきます。

 ●保証料：ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 

 【お借入れ額 100 万円あたりの元利均等・毎月返済の場合の保証料の目安（ＪＡマ 

イカーローンのお借入で、准組合員・保証料率 1.6%の場合）】 

 

 

９．担保  ●不

10．遅延損害金  ●年
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12．ご用意いただく書類 

 1．

 2．

 3．

 4．

 5．

 6．

13．その他 

 ●お

て

 ●そ
借入期間 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 

保 証 料 16,164 円 24,557 円 33,103 円 41,806 円 50,665 円 59,673 円
要。 

利 15%（約定返済日の翌日から計算されます） 

合員でない方は、組合員加入のための出資金（1,000 円以上）が必要となります。

返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合は、次の

務手数料（消費税等含む）が必要です。 

全額繰上返済の場合 

①貸付日から 3年未満 3,150 円 ･････････････

･････

･････

･･･････････････

②  〃  3 年以上 5年未満 2,100 円 

③  〃  5 年以上 7年未満 1,050 円 

一部繰上返済の場合 3,150 円 

ご本人確認資料 運転免許証等。 ････････

･･････

････････

･･････

･･････

資金使途確認書類 見積書、注文書または請求書等。 

勤務先・勤務年数確認書類 健康保険被保険者証等、法人の場合は商業登記

簿謄本等。 

居住年数確認書類 家族全員の住民票等。 

税込年収確認書類 公的機関が発行した所得証明書または源泉徴収票等（た

だし、自営業者の場合、税務署が発行する納税証明書等）。 

その他組合が必要とする書類。 

申込みに際しては、当ＪＡ所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっ

は、ご希望に沿いかねる場合もございますのであらかじめご了承ください。 

の他ご不明な点は、当ＪＡの融資窓口までお問い合わせください。 




